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器具又は容器包装を製造する営業に関する基準について（案） 

 

１．背景 

○ 食品衛生法（以下、「法」という。）第 52 条に基づき、器具又は容器包装を

製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、

①一般衛生管理（施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関するこ

と。法第 52 条第１項第１号。）及び②適正製造管理（食品衛生上の危害の発生

を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。法

第 52 条第１項第２号。）に関する基準を、食品衛生法施行規則（以下、「施行

規則」という。）第 66 条の５にて定めている。 

 

○ しかし、器具・容器包装の市場での流通期間は、器具・容器包装の種類によ

り多様であるため、現行の基準が現実的でない場合があるなど、業界との意見

交換により課題が明らかとなったため、食品用の器具及び容器包装の分野に

知見を有する専門家を含めての検討の場を設置し、課題に対する対応案を作

成する方針とすることを令和３年１月 14 日の器具・容器包装部会にて了承い

ただき、検討を進めてきた（別紙１－１）。 

 

 

２．対応状況 

○ 令和３年度より検討の場を設け、業界や専門家を交えて検討をしてきたと

ころ（別紙１－２、１－３）。 

 

○ 別紙１－２、１－３に示すとおり、施行規則第 66 条の５第１項及び第２項

についての省令改正が必要。 

 

 

３．今後の方針 

○ 今後、省令改正に向けた必要な手続を進める予定。 

 

○ 改正された省令の施行は、ポジティブリストに関連する事項があるため、ポ

ジティブリストの再整理に伴う告示改正の施行に合わせる必要がある。 

 

○ 小規模事業者への対応も考慮して、別途手引きの作成を検討する。 

資料１ 


